
工事費内訳書の提出について 

 

令和８年４月１日 

香美市管財課 

 

令和７年１２月１２日施行の「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」

（以下、「入契法」という。）に伴い、下記のとおり、建設工事の競争入札時に提出する工事

費内訳書の取扱いを定めましたので、お知らせします。 

 

記 

 

 

１ 工事費内訳書の様式変更について 

香美市が発注する建設工事の入札においては、香美市競争入札心得第５条に定める工事

費内訳書に以下の項目を追加する。 

（１）追加項目（以下、「労務費等」という。） 

 ・直接工事費のうち材料費 

・直接工事費のうち労務費 

・現場管理費のうち法定福利費の事業主負担額（現場労働者に関する労災保険料、雇用保

険料、健康保険料（介護保険料含む）及び厚生年金保険料（子ども・子育て拠出金含む）） 

・現場管理費のうち建退共制度の掛金（建設業退職金共済制度の掛金） 

・工事原価のうち安全衛生経費（労働安全衛生法令等に基づく労働災害防止対策に必要な

経費） 

 

２ 工事費内訳書の労務費等の記載について 

（１）材料費、労務費について 

以下の項目を必須とする。 

 材料費 労務費 

必須項目 ・主要な材料費 ・積上げ積算方式の工種 

・施工パッケージ型積算方式の工種 

・単位施工単価の工種 

・労務費について、必須項目以外の工種に掛かる労務費は計上しなくてよい。 

・市場単価方式や標準単価方式など必須項目の工種がない設計書等により、すべてを計上で

きない場合は、工事費内訳書の労務費等の該当項目欄に「算出不能」、「計上不可」等、そ

の旨が分かるように記載すること。 

 



（２）法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金、安全衛生経費について 

・国土交通省が策定した「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライ

ン」（以下「ガイドライン」という。）を参考にすること。 

 

・工事費内訳書に明示された法定福利費は、「法定福利費を明示した工事費内訳書について」

（令和７年５月２８日付け）のとおり、契約担当者は、入札時に提出された工事費内訳書

に明示された法定福利費について、予定価格の積算から合理的に推計される法定福利費

の概算額（以下「法定福利費概算額」という。）と比較し、適切に計上されていることを

確認する。 

 

「法定福利費概算額」 ＝ 予定価格 × 法定福利費の割合 

 

３ 工事費内訳書の労務費等の記載不備について 

労務費等の提出は、入契法第１２条の趣旨を踏まえたものだが、入札段階で記載漏れ等が

あった場合の契約上の取扱いに法令上の規定はないため、工事費内訳書の労務費等の不備

については、暫定的に無効としないこととする。 

ただし、工事費内訳書に労務費等の金額が計上されていない、又は様式間違い等により労

務費等の事項欄がない、労務費等が内数になっていないなど不備があった場合、落札者や落

札候補者に対して、別途、様式１の提出を求めることとする。 

なお、労務費等以外に不備があった場合（必要な工種・種別・細別等の記載がない場合や

入札金額と一致しないなど）は、これまでどおり工事費内訳書を無効とする。 

 

４ 労務費ダンピング調査について 

 香美市が発注する建設工事における労務費ダンピング調査については、ガイドラインに 

基づき、当面の間、以下のとおり取り扱うこととする。 

（１）開始時期及び実施対象工事 

 労務費ダンピング調査は令和８年４月１日以降に公告を行う入札に対して実施し、その

対象工事は当面の間、以下に限定する。 

【実施対象工事】 

  対象金額 ： 請負対象金額 ５，０００ 万円以上 

  入札方法 ： 一般競争入札 

  落札方式 ： 価格競争方式 

 

（２）公告記載例 

労務費ダンピング調査の実施対象工事は、公告に次の事項を記載すること。 

公告第１３その他 



本工事は労務費ダンピング調査の対象工事である。工事費内訳書に記載した直接工事 

費が一定の水準を下回った場合、開札後速やかに労務費又はその理由の確認を行う。 

理由の確認にあたり、書面が提出されない場合や、理由の回答がない場合には、入札に 

関する条件に違反した入札として無効とする場合がある。 

 

（３）調査方法 

①直接工事費の確認 

・落札候補者の工事費内訳書に記載された直接工事費が一定水準以上であるか確認を行 

う。 

【土木工事】 

一定水準 ＝ 当該工事の設計金額に対する直接工事費 ×０．９７ 

【その他工事】 

一定水準 ＝ 当該工事の設計金額に対する直接工事費 ×０．９０ × ０．９７ 

 

※一定水準以上の場合は、労務費ダンピング調査を終了。 

 

②労務費の確認 

・一定水準を下回る場合、落札候補者の工事費内訳書に記入された労務費が設計金額の労

務費以上であるか確認を行う。 

・落札候補者の労務費が端数処理（千円未満切り捨て）の範囲に収まる場合は、理由の確

認を省略する。 

 

※設計金額の労務費以上（端数処理の範囲を含む）の場合は、「労務費ダンピング調査」

の終了。 

 

③理由の確認 

・直接工事費が「一定水準」を下回る理由について、様式２により、落札候補者の決定通

知に合わせて理由の確認を求める。 

・落札候補者は挙証資料の提出時に様式３により当該労務費で入札した理由を提出する。 

 

※理由の確認に対して合理的な回答が得られた場合は「労務費ダンピング調査」の終了。 

 

④建設Ｇメンへ通報 

・理由の確認に対して合理的な回答が得られない場合は、落札候補者に対して様式４にて

注意喚起・警告をメール送信する。 

・合理的な回答がない場合、とりまとめ後「入札契約適正化相談窓口」を経由して建設Ｇ



メンに該当事案の通報を行う。 

 

⇒ 「労務費ダンピング調査」の終了。 

 

（４）設計金額の労務費の算出方法 

  設計金額の労務費については、以下の工種を対象に算出する。 

①土木工事 

 積上げ積算方式の工種、施工パッケージ型積算方式の工種、 

※ただし、積上げ方式の工種のうち諸雑費率分、及び施工パッケージ型積算方式の工種

における代表機労材規格に含まれない構成率分は算出の対象としない。 

②その他工事 

公共建築工事標準単価積算基準に定める単位施工単価の工種 

 

（５）理由の確認における合理的な回答の判断事例 

①合理的な回答（例） 

・一般的な施工条件に比べて大規模であり、作業性が良好であることから、高い施工効

率で想定している。 

・発注者が想定している工法とは異なる工法（又は新技術・新工法、ＩＣＴ施工等）で

の施工を想定しており、高い施工効率を想定している。 

・過去に自社で施工した類似工事の実績から算出した歩掛と最新の公共工事設計労務単

価から労務費を算出している。 

・下請けからの見積が一部材工一式となっており、下請け分の労務費が分離計上できな

かった。                                 等 

②合理的ではない回答（例） 

・下請け予定業者から徴収した見積書の内訳を確認せず、そのまま転記している。 

・最新の公共工事設計労務単価を用いずに、労務費を算出した。 

・下請け予定業者に見積書に記載された労務費等の額を減額するよう変更を求めてい

る。 

・本来必要となる工事費用に想定落札率を乗じて算出した。 

・根拠なく概算で算出した。                         等 

 

（６）合理的な回答が得られなかった場合の対応 

「労務費ダンピング調査」は、その結果により契約を妨げるものではないため、合理的

な回答が確認できなかった場合でも、法的に契約締結の効力が無効となることはなく、

入札参加資格など当該入札の落札条件に合致した場合は落札決定を行う。 

ただし、合理的な回答が確認できなかった場合は、建設Ｇメンへ通報を行い、建設Ｇ



メンから受注者に対する調査が行われる場合がある。 

なお、理由の確認にあたり、書面が提出されない場合や、理由の回答がない場合には、

入札に関する条件に違反した入札として無効とする場合がある。 

 

５ 適用日 

 令和８年４月１日以降に入札公告及び指名通知を行うものから適用する。 


